
別表1

エレベーター エスカレーター

稼働時間

２４時間(1～3・5号
機)
午前4:00～翌午前1:00
（4号機）

午前4:00～翌午前1:30
（9号機）

午前6:00～翌午前0:00

基数 ― ４基（F1～F4号機）

稼働時間 ― 午前6:00～翌午前0:00

基数 ３基（6～8号機）
４基（J1・J2・K1・K2
号機）

稼働時間 ２４時間 午前6:00～翌午前0:00

基数 ― ２基（L1･L2号機）

稼働時間 ― ２４時間

基数 １基（1号機） ２基（A1･B1号機）

稼働時間 午前4:30～翌午前1:15 午前4:30～翌午前1:15

基数 １基（2号機） ―

稼働時間 午前4:30～翌午前1:15 ―

基数 ４基（1～4号機） ―

稼働時間 ２４時間 ―

基数 １基（1号機） １基（1号機）

稼働時間 午前4:20～翌午前1:00 午前6:30～翌午前1:00

基数 ２基（1･3号機） ―

稼働時間 ２４時間 ―

基数 １４基 ２３基 ８区域 ３区域 ３区域 ３区域 ３区域 － －

※JR町田駅及び原当麻駅の業務内容は、別紙「業務委託仕様書」第８条（１）ア（イ）業務内容のうち映像監視及び映像が必要な業務を除く。

―

ＪＲ
町田駅

南土木事務所

担当課

都市整備課

西側地区東西自由通
路
（相模大野３丁目地
内）

○ ―

―

東西自由通路
（当麻地内）

合　　　計

サンデッキ相模大野
［北口・南口デッ
キ・跨線橋・コリ
ドー］（相模大野3丁
目及び8丁目地内）

西側地区南北通路・
西側通路
（相模大野３丁目地
内）

10基（A1･A2･B1･B2･
C1･C2･E1･H2～H4号

機）

北口ペデストリアン
デッキ
（南台３丁目地内）

北口県道横断デッキ
（南台３丁目及び５
丁目地内）

古淵歩道橋
（古淵２丁目及び３丁目、西
大沼１丁目地内）

小田急
相模原

駅

相模大
野駅

― ― ―

原 当 麻
駅

○※ ― ― ―

南口
（上鶴間本町３丁目地
内）

○※

○ ― ― ― ―

― ― ― ―

○

○ ○

○ ○

○ ― ― ― ―

― ―

ＥＳ始動
停止業務

照明設備
管理業務

基数 ６基（1～5・9号機）

○ ○ ○

○

異常時等
緊急対応

―

○ 　○

県道町田厚木線横断
デッキ
（相模大野３丁目及
び４丁目地内）

○ ○ ○ ○ ○

業務区域
昇降施設内訳 映像監視

業務
施設常駐
巡回業務

提出課

南土木事務所

都市整備課

南土木事務所

南土木事務所

交通政策課



別表2
映像監視 異常時等 ＥＳ始動 照明設備

エレベーター エスカレーター 業務 緊急対応 停止業務 管理業務

基数 ４基（1～4号機） ２基（A1･B1号機）

稼働時間 ２４時間 午前6:00～翌午前0:00
基数 １基（5号機） ―

稼働時間 ２４時間 ―
基数 ２基（1･2号機） ２基（A1･A2号機）

稼働時間 ２４時間 午前6:00～翌午前0:00
基数 １基（1号機） ―

稼働時間 ２４時間 ―
基数 １基（1号機） ２基（A3･A4号機）

稼働時間 ２４時間 午前6:00～翌午前0:00
基数 １基（2号機） ２基（A1･A2号機）

稼働時間 ２４時間 午前6:00～翌午前0:00
基数 ２基（1･2号機） ―

稼働時間 ２４時間 ―
基数 ２基（1･2号機） ―

稼働時間 ２４時間 ―

基数 ２基（1･2号機） ２基（A1･B1号機）

稼働時間 ２４時間 午前6:00～翌午前0:00
基数 １６基 １０基 ９区域 －合　　計

中央土木事務所

橋本小山ふれあい立体
（小山４丁目ほか地内）

淵野辺跨線橋
（淵野辺３丁目ほか地内）

―

○

相模原駅

南口ペデストリアン
デッキ
（相模原１丁目地内）

―

―

業務区域

交通政策課

中央土木事務所

○

○

○

○

○

昇降施設内訳

駅前歩道橋
（上溝地内））

南橋本駅
東西自由通路
（南橋本２丁目地内）

矢部駅

北口通路
（小山地内）

南北自由通路
（矢部３丁目地内）

淵野辺駅

上溝駅

南北自由通路南口
（淵野辺３丁目地内）

北口ペデストリアン
デッキ
（淵野辺３丁目地内）

○

提出課
施設常駐
巡回業務

中央土木事務所

担当課

○

○

―

―

―

―

―

―

―



別表3

エレベーター エスカレーター

基数 １基（5 号機） １基（Ｂ１号機）

稼働時間 ２４時間 午前 6:00～翌午前 0:00

基数 １基（4 号機） ―

稼働時間 午前4:10～翌午前1:15 ―

基数 ２基（1・2 号機） ―

稼働時間 ２４時間 ―

基数 ２基（1・2 号機） ―

稼働時間 ２４時間 ―

基数 ９基 ７基 ５区域 － －

業務区域
ＥＳ始動
停止業務

基数

昇降施設内訳 映像監視
業務

○

施設常駐
巡回業務

異常時等
緊急対応

稼働時間

緑土木事務所

照明設備
管理業務

○

○ ―

―

合 計 　―

○

○

北口ペデストリア
ンデッキ
（橋本６丁目地
内）

ＪＲ橋
本駅

南口自由通路[市財産

部分]
（橋本６丁目地内）

橋本小山横断歩道
橋（橋本６丁目地
内）

６基（A1～A6 号機）

午前 6:00～翌午前
0:00

提出課

緑土木事務所

―相原元橋本立体
（橋本７丁目ほか地内）

―

―

午前4:10～翌午前1:15
（1 号機）

２４時間（2･3 号機）

３基（1～3 号機）

小山公園前跨線橋
（小山４丁目ほか地内）

担当課


